
株式会社百十四銀行が

第１８回 森づくり活動を実施します

令和７年１１月２５日

森林・林業政策課 森づくりＧ

岩佐・大西（内線２９００）

電話 ０８７－８３２－３４６０

１  日 時   令和７年１１月２９日（土） １０：００～１２：００

※雨天の場合は１２月６日（土）に延期、延期の場合は１１月２８日（金）１４時までに

 決定します。下記の５問合先まで問い合わせてください。

２ 場 所   丸亀市綾歌町岡田上「百十四の森」 （裏面参照）

３ 参加者   行員とその家族 約４０名

（技術指導 ： 香川西部森林組合）

４ 内 容 ヒノキ林での間伐、除伐

５ 問合先 株式会社百十四銀行 地域サステナビリティ推進グループ

 吉峰 （ 電話 ０８７－８３６－２９８５ ）

６ その他 取材ご希望の方は当日、現場にお越しください。事前連絡は不要です。

フォレストマッチング

協働の森づくり推進事業

【活動実績】

平成２０年 ５月２３日 百十四銀行、高松市上西財産区、高松市、香川県の４者で協定を締結。

（協定期間５年、平成２５年３月末まで）

平成２０年１１月 １日 第１回 コナラ植林

平成２１年１１月 ７日 第２回 コナラ植林

平成２２年１１月 ６日 第３回 コナラ植林

平成２３年１１月２７日 第４回 雨天のため中止（委託で植林）

平成２４年１１月 ３日 第５回 コナラ植林

平成２５年 ８月３０日 百十四銀行、丸亀市、香川県の３者で協定を締結。

（協定期間５年、平成３０年３月末まで）

平成２５年１１月 ２日 第６回 間伐・枝打ち

平成２６年１１月 １日 第７回 間伐・枝打ち

平成２７年１０月２４日 第８回 間伐・枝打ち

平成２８年１１月１９日 第９回 間伐・枝打ち

平成２９年１０月１４日 第１０回 間伐・枝打ち

平成３０年 ３月３０日 協定を５年間延長、協定森林面積を7.72haに拡大

平成３０年１０月２７日 第１１回 間伐・除伐・枝打ち

令和 元年１０月２６日 第１２回 間伐・除伐・枝打ち

令和 ２年１１月２８日 第１３回 間伐・除伐・枝打ち

令和 ３年１１月２７日 第１４回 間伐・除伐・枝打ち

令和 ４年１１月２６日 第１５回 間伐

令和 ５年 ３月３１日 協定を５年間延長

令和 ５年１２月 ２日 第１６回 間伐・除伐

令和 ６年１１月３０日 第１７回 間伐・除伐



別 紙

株式会社百十四銀行 活動場所位置図

● 綾歌森林公園

岡田

羽間

文 丸亀市立岡田小

４３８

１９５

１９５

４３８

３２

３２

２８２

３２

２７８

（活動場所） 
百十四の森
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